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   川崎市診療所における専属薬剤師の配置基準に関する条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１８条の規定に

基づき、診療所における専属の薬剤師の配置基準を定めるものとする。 

 （専属薬剤師の配置基準） 

第２条 医師が常時３人以上勤務する診療所の開設者は、専属の薬剤師を置か

なければならない。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 



参考資料 

 

   制 定 要 旨 

 

医療法第１８条の規定に基づき、診療所における専属の薬剤師の配置基準を

定めるため、この条例を制定するものである。 


